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表2　地域診断実習の概要

実習の流れ 学生の具体的な事前学習および実習内容

〈4月：実習指導者と教員の打合せ〉

【4月：事前学習】

・教員によるオリエンテーション
・実習指導者（保健師）によるオリエンテーション
・既存資料による地域診断
・地区踏査、インタビュー項目の設定

【5～6月：実習】
45人×2クール

【1週目】
・地区踏査（フォトボイス含む）
・全戸訪問
・関係者（専門職、地域住民）インタビュー
・住民自主グループ活動に参加
・保健所見学

【2週目】
・実習報告会（住民および関係者が参加）
・継続訪問による保健指導

〈9月：教員からの実習報告及び次年度実習打合せ〉

図1　健康課題の推論による関連図の例

表1　実習目的・目標
【実習目的】

地域で生活する個人・家族、集団・地域の看護上の問題を健康と環境および生活との関連から明ら
かにするための方法・技術を習得する。

【実習目標】

1．佐渡地域の地域看護診断を展開し、健康課題を明確にできる。
2．家庭訪問から、人々の健康と生活を多角的にアセスメントし、健康支援を実施できる。
3．個人の健康課題と地域の健康課題との連動を理解できる。
4．地域住民及び関係機関とのパートナーシップにより、健康課題解決に向けた対策を提案できる。
5．佐渡地域の地域包括ケアの実現に向けた保健医療福祉システムを理解できる。
6．地域住民の健康支援における、佐渡保健所および佐渡市の機能と保健師の役割を理解する。
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Ⅲ．実習成果
地域診断実習の学生の自己評価、保健師や地域住民によ

る評価について述べる。

1．学生による評価
実習到達度を自己評価した結果、「地域診断のプロセス

の理解と技法」については「できる（わかる）」が 100％

に近く、学生はレポートに「実際に地区踏査を行うことで、

既存資料では把握しにくい地域独特の雰囲気や地理的な状

況、生活様式や地域の強みを探し出すことができた。地区

踏査をとおして得た情報は、地域の健康課題の解決のため

に大いに活用できる」と述べている。

2．保健師や地域住民による評価
家庭訪問を受け入れ、報告会に参加した地域住民からは「訪問時に学生から健康診断の結果を見てもら

うことができた」「学生が報告した内容が地域で話題になるなど、住民の中で健康に関する意識の高まり

がみられた」などの声が聞かれている。

実習指導保健師からは「学生や教員と一緒に活動することにより、日ごろの保健師活動を振り返ること

ができ原点に気づかせてくれた」「学生が地域に出て、5年間のデータを読み取り、深いインタビューを

して、健康対策を提案してくれた」などと評価されている。

Ⅳ．まとめ
地域診断実習を始めたころはフィールドのデータも少なく、学生の健康対策の提言も地域特性が反映さ

れているとはいえず、問題のみに焦点が当たる傾向があった。そのため、実習報告会に参加した地域住民

からは「確かに学生の言うとおりだが、健康問題の指摘ばかりで気がめいる」という声も聞かれた。地区

踏査や調査によりデータが蓄積することにより、深い分析や地域の強みを取り入れた対策の提案ができ、

それが地域住民や関係者にも受け入れられ実現していった。

実習をとおして学生は地域住民から学び、実習を契機に保健師や地域住民のつながりが強まり、ともに

健康で暮らせる地域づくりに向けて動いている。実習においても PDCAサイクルを実施しながら、指導

に当たる保健師とともにより効果的な方法の検討を続けている。

図2　フォトボイス「地域の強み」の例
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る。学生は、複数回、継続的に地域で生活する対象のご自宅を単独訪問することで、傾聴方法や、対象者

との向き合い方を学ぶ。そればかりでなく、家の中からうかがい知る対象者の人柄や生き様を知る。そし

て、徐々に対象者との関係性が深まり、対象の表情が活気に満ち、明るく、元気になっていく姿に気づく。

この経験を通して、対象者と寄り添うことの意味や家庭訪問技術、自らの看護観について改めて考える機

会になっている。

6．4年前期【公衆衛生看護学実習】
公衆衛生看護学実習は、県内の保健所とその管轄下の市町村に 1施設 2～ 3人を配置している。特徴は、

“ サンドイッチ方式 ” と呼ばれ、実習期間 5週間のうち 1週間の保健所実習を挟んで、前後 2週間ずつ、

市町村実習に行くことである。それぞれの実習の間に、学内実習日（3～ 4週間）を設けることで、様々

な実習施設の特徴とそこでの学習体験を紹介しあい、相互に比較する中で、保健師活動の役割や機能につ

いてより深く理解する時間になっている。

このように公衆衛生看護学実習を、公衆衛生看護学Ⅳの授業と並行して実施することで、公衆衛生看護

に関する学びの集大成の機会になっていると考える。また、授業の最終日には、学生たちと目指す保健師

像について語り合っているが、今までの学習活動や実習体験を通して具体的な実践家としての保健師像が

描かれていることに私たちの教育の成果を感じている。

まとめ
本学の保健師教育は、地域住民と共に現場で学ぶ看護学として、学生と教員が共にアクティブラーニン

グを続けている。教員の活動分野は、被災地、生活困窮者、在宅療養児、地域組織活動、学校保健等々、

多岐にわたる。活動を通してつながる各種NPOや住民組織や行政組織とも協働し、そこに可能な限り学

生たちも参加して共に学び続けている。

保健師として就労している卒業生の数はまだ 20 名前後ではあるが、就職先からの評価も高く、時々、

卒業生が、原点に戻りたいと大学に来てくれることが教員の励みになっている。
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（5）短期大学部専攻科における教育内容と特徴
元　岩手看護短期大学　専攻科　地域看護学専攻　教授　鈴木るり子

Ⅰ．教育内容
【2つの「方針」に基づく教育】
本専攻科の教育は、1998 年度から 2019 年度まで実践した。

教育方針は、社会で活躍できる人材を送りだすために、教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリ

シー）、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定め、38 単位、985 時間の教育を実践した。

教育課程編成・実施方針は、地域で暮らす人々の生活をいきいきと輝いたものにする保健師を育成する

ための教育体制を主眼として 5項目掲げた。

また、学位取得を目指す方針としては、5項目掲げ、1年間の修業年限で所定の単位を修得した後、保

健師国家試験の受験資格、学士（看護学）取得審査の申請資格 *、国家試験合格者には、衛生管理者取得

申請資格や養護教諭二種取得資格 *（* 卒業した看護師養成所によっては申請資格がない場合あり）が与

えられる。学生は入学前から多くの課題に取り組み 4月の入学式に臨んでいる。

【カリキュラムマップによる教育の見える化】
「カリキュラムマップ」を作成し、教育内容の「見える化」を図った。「カリキュラムマップ」には講義・

演習・実習の進度を前・後期に区分し、示した。また、それぞれの科目を知識・思考・態度・技能の 4領

域に区分し色別で示した。知識・思考領域には、公衆衛生看護学科目（公衆衛生看護学概論、個人・家族・

集団・組織支援に関する科目、公衆衛生看護活動展開論に関する科目、公衆衛生看護管理論に関する科目）、

疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論に関する科目、教職科目（憲法）が含まれる。態度・技能領域に

は実習及び演習科目が含まれる。研究科目は必修 2単位で知識・思考・態度・技能の 4領域に位置づけ、

学位（看護学士）の取得申請を意識できるようにした。

Ⅱ．教育の特徴
【地域診断をコアとした教育の特徴―6単位の PDCA cycle 実習―】
実習は個人・家族・集団・組織の支援実習 2単位、公衆衛生看護管理論実習 1単位、公衆衛生看護活動

展開論実習（保健所・市町村・産業保健）3単位の計 6単位である。

地区踏査・地域診断をコアとした科学的根拠に基づいた実習ができるように構成している（図 1参照）。

地区踏査・地域診断は、全実習で実施した。地域診断を基に健康課題を抽出し、計画（Plan）・実施（Do）・

評価（Check）・改善（Act）の PDCA cycle を実践する実習として位置づけた。

地区踏査・地域診断は、公衆衛生看護活動論 1単位で実施し、公衆衛生看護学の技法を習得することを

目的とした。

個人・家族・集団・組織の支援実習では、保健指導の理論と実践を習得する。講義科目は「個人・家族・

集団・組織の支援論」その他、「演習」「実習」である。乳児 1事例に学生 2人で、5～ 11 月の間に 4回
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の家庭訪問を行い、毎回、事例検討、学級カンファレンスを行う。また、7月、11 月の 2回「感謝のつど

い」を開催し、家庭訪問先の家族との交流を図った。5月には第 1回目の家庭訪問実習が始まるため、学

生は演習時間では不足のため、朝早くから夕方遅くまでロールプレイを繰り返し、家庭訪問実習に臨んで

いる。この 1回目の家庭訪問実習に費やした時間は平均 50 時間に達していた。それでも学生は知識や技

術不足に直面する。しかし、実習を 4回繰り返すことによって、学生は着実に必要な知識・技術を習得し

ていく。修了生は、継続実習での学びがあったことで保健師として勤務できていると語っている。継続の

家庭訪問実習は重要と考えている。

本専攻科の最も特徴的な実習は、公衆衛生看護管理論実習である。この実習では、地区管理の理論と実

践を習得する。そのため、講義科目は、「健康政策論」「公衆衛生看護活動論」「保健医療行政論」「地域ケ

アシステム論」その他「演習」「実習」である。「健康政策論」で政策形成過程（政策・施策・事業）につ

いて学び、「保健医療行政論」の演習として市議会の傍聴、実習の報告書作成、報告会を行う。報告会に

は実習地の住民、市保健師が参加する。フィールドは本学周辺の 3自治会である。「公衆衛生看護管理論

実習」の実習地は固定している。実習期間は 4月から 1月までの 10 か月間で、自治会の地区行事への参

加や住民の健康相談・健康教育への関りからニーズ調査・課題抽出、さらに、次年度の事業計画（案）を

作成し、12 月に「公衆衛生看護管理論実習のまとめ」として議会形式での討議が行われ、代表質問・関

連質問を受けて承認されると、翌年度の事業計画となり、次年度の入学生に引き継がれる。学生は 1年度

ごとに変わるが、自治会住民は「おらほ（自分たちの地域の）の学生」として在学中はもちろん学び舎を

巣立った後も機会あるごとに声援を送ってくれている。修了生も、自分達が作成した事業計画に取り組む

後輩を応援するため、就職地から駆け付け事業に参加している。ここでは、住民と学生が一緒に地域の健

康課題に取り組み、事業計画・実施・評価・改善の PDCA cycle が実践されており、本学の学生にとって

大きな財産となっている。

図1　地域診断をコアとした教育の特徴―6単位のPDCA cycle 実習―
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公衆衛生看護活動展開論実習（保健所・市町村・産業保健）では、保健所・市町村・産業保健などにお

いて公衆衛生看護活動の理論と実践について習得する（保健所 2日間、市町村 3週間、産業保健 1日間）。

そのため、すべての科目で構成されている。

保健所実習は、市町村実習地を管轄している保健所で行われる。保健所・市町村実習の学生は、2人 1

組で衣食住を共にしながら岩手県内で実習する。実習開始 3か月前には、実習担当者と面談し、実習内容

の打ち合わせをする。その後地区踏査や地域診断をし、実習に臨む。事前準備として、宿泊場所、実習中

の食事や健康管理等、暮らしも含めた準備が必要となる。また、健康教育指導案、媒体についても実習前

に準備している。

保健所 2日間、市町村 3週間の実習で学生は、公衆衛生看護活動の展開方法を学び、実習後は報告会で

他の学生の学びを共有している。また、実習前に作成した地域診断は実習中に修正を加え実習後に完成版

として製本している。さらに、実習終了 1週間後に課題レポート「行政で働く保健師の活動と施策化」を

提出させ、実習での学びについて評価している。

産業保健実習は 2か所で実習している。実習終了 1週間後に課題レポート「職場の健康管理と保健師の

役割」を提出させ、実習での学びについて評価している。

本学の特徴であるカリキュラムの実践は全国保健師教育機関協議会が中心になって展開した保健師教育

改革と整合性を有している。平成 16 年から理事校として、保健師教育改革に携わることができ、指定規

則の改正を見据えた教育内容を構築できた。特に、実習内容について、全国の教員研修会で幾度か紹介し

たこともあり、遠方から「公衆衛生看護管理論実習の報告会」に足を運んでいたことから、いつかこの実

習を実践してくれる教育機関が現れることを期待している。今後の公衆衛生看護教育の中心となるのは「政

策提言」を住民とともに構築していくことと考えている。健康格差が拡大する中で、地域を丸ごと看護す

る公衆衛生看護活動は常に「誰のために」「何のために」行うのかを問う活動でもある。

【「沢内方式」を保健師活動の原点に】
岩手県の沢内村（現西和賀町）の活動について、公衆衛生看護学概論で保健師活動の原点として講義し

ている。世界的に注目された沢内村は、1962 年（昭和 37）に日本で初めて乳児死亡ゼロを記録した。当

時の村長深澤晟雄は生命尊重行政の実践家として著名である。

沢内村の「生命行政」である地域包括医療は、WHOの健康戦略である、1978 年（昭和 53）のアルマ・

アタ宣言でのプライマリ・ヘルスケアの精神と、1986 年（昭和 61）のオタワ憲章におけるヘルスプロモー

ションの理念を先取りしていた。ヘルスプロモーションがねらう住民主体の健康を核にしたまちづくりは

保健活動の目標であり、保健医療福祉の統合を実現した。それは「沢内方式」と称され、国内外に大きな

影響を与えた。

沢内方式は、2年間の住民討議を経て、1962 年（昭和 37）に「沢内村における地域包括医療の実施計画」

として策定された。そこでは、「健やかに生まれ」「健やかに育ち」「健やかに老いる」ことを目標にした。

学生が沢内村の活動を学ぶことによって、保健師活動のあるべき姿や住民のあるべき姿を習得していた。

岩手県新人保健師研修会受講者の 3分の 1は本学修了生が占めるまでになった。これも住民に育てられ

た学生のモチベーションの高さと感じている。
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（6）1年間の上乗せ保健師教育課程の展開～講義・演習・実習の連動～
秋田県立衛生看護学院保健科　佐藤千賀子

はじめに
本学院は昭和 36 年に保健婦学院として開設された。当時は都道府県単位での自治体の保健師養成が主

流であり、各都道府県に 1か所の公立の保健師養成所を持つ時代であった。その後保健師教育は様々な変

遷を遂げているが、本科は開設当時から変わらず看護基礎教育修了後に 1年間の上乗せ教育を実施してい

る。当時から現在まで貫いてきた教育理念は「地域全体の健康を支援できる保健師の養成」である。令和

2年度には第 60 期生を迎えた。60 年間の歴史の中で積み重ねてきた教育課程を紹介したい。

1．教育課程の概要（図1）
本科では 40 単位、975 時間を 1年間で学ぶ。うち公衆衛生看護学実習は 6単位 270 時間である。

図1

2．講義・演習・実習の連動（図2）
本科では講義（Ⅰ）で学び演習（Ⅱ）で実施し、それを実習で現場の状況に合わせて適用させる。実習

を中心に講義・演習が連動していく。演習の事例は全て実習担当地区の事例である。実習では 1つの地区

を年間を通して担当し、保健師として身につけるべき技術を全員が “見学 ” ではなく “実施 ” する。

1）個人・家族・集団・組織の支援
家族支援論Ⅰ等の講義と並行し、実習地から紹介された訪問事例について計画立案し家族支援論Ⅱで模

擬家庭訪問実施。同様に健康教育論Ⅱで模擬健康教育実施。これらを7月実習で地域住民対象に実践する。

家庭訪問は 7、8、9、11 月と計 4回の継続訪問を実践。訪問 2回終了後には事例検討を行い、自らの訪問

を振り返り保健師としての支援の方向性を考察する。地域組織支援についても模擬組織支援を実施し 8月

実習で実践する。以降 9、11 月と計 3回の継続した組織支援を実践する。全ての実習終了後には個別支援

における保健師の援助観をまとめ評価する。組織支援についても保健師が支援する意義をまとめ評価する。

個別支援から徐々に集団・組織へと視野を広げるように実習を中心に講義、演習を連動させ、対象と活動

の特性をより深く理解できるようにしている。
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2）公衆衛生看護活動展開論
担当地区が決まると地区活動論Ⅱで地区把握をし 5月実習に臨む。実習では地区視診を行い既存資料で

把握した地区特性を自分の五感で確かめる。保健師から地区の健康問題に関連する情報を得て、学内で地

域診断を行い健康問題を 5つ抽出する。この中から 1つを深く掘り下げ 1年かけて取り組む健康問題を決

定する。並行して社会調査技法・健康政策論で健康問題の背景を詳しく把握する技法を学び、地域の総合

計画や政策との関連を学んでいく。7月実習で保健師に地域診断結果を報告し指導を受け、その後質問紙

調査票作成に取りかかり、8～ 9月に実態調査を実施する。10 月には結果をまとめそこからわかった健康

問題の原因となる生活上の課題解決のための保健活動を計画立案する。11 月実習で保健活動を実践し、

実習終了後学内にて地区活動の展開全体（アセスメント～計画～実施の一連の過程）を評価する。学生は

5月の地域診断から全てがつながり、ダイナミックな保健師活動の醍醐味を味わう。この時期に自分たち

が実践した保健活動を含め健康問題解決のための対策を考え、政策として提言する。これらを通し学生は

地域全体の健康を守ることを意識していく。地域全体へと視野が広がってきた 12 月から 1月にかけて、

次年度の地区保健活動計画を立案する。これは 1年間の総まとめの演習で、あらゆる地区活動を駆使して

地域に生活する全ての住民の健康を守るための計画全般を策定することになる。こうして地域全体の健康

を守るための支援へと学びを統合させていく。

図2

3．本教育課程の効果
1）「地域を看護する」の理解
訪問による支援を継続するからこそ学生は他に解決する方法はないかと考え、それが集団・組織支援と

つながる。限られた対象だけではなく地域全体に公平にサービスを行き渡らせるために政策として提言す
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る。これら全ての活動により地域全体の健康向上につながると理解していく。保健師が身につけるのは家

庭訪問や健康教育の技術ではなく、地区活動全てを連動させ、個人・家族、集団・組織、地域全体を丸ご

と捉え支援する技術である。これが「地域を看護する」ことであり、保健師の技術そのものである。個別

支援から政策提言までを実施することで学べるものと考える。

2）保健師のアイデンティティを養う
学生は 1年間どっぷりと担当地区に浸る。次第に自然と「私の地区は」と発言するようになる。“実施 ”

することで、困難にぶつかり考え、悩む。しかし継続して関わった住民の方から感謝の言葉を頂き、達成

感を持ち、うまくできなかった自分にも向き合えるようになる。こうして担当地区に愛着を持ち、心の中

心に保健師のアイデンティティを養っていく。卒業時の到達目標到達率はほぼ 100％である。また卒業時

保健師就職率は過去 10 年間で 62.8％、就職先は殆どが公衆衛生行政を担う地方自治体である。

おわりに
地域で生活するということは様々な事象が複雑に絡み合う営みである。それを支える保健師の活動は全

てが応用である。基本がなければ応用はできない。基礎教育として看護学を学んでいるからこそ実施でき

るのが保健師教育であると考える。本教育課程の意図を理解し教授して下さる外部講師の諸先生はじめ、

実習地の保健師の皆様、体験させて下さる地域住民の皆様の協力に感謝したい。時代が変わっても地域全

体の健康を守るのが保健師であると伝えていくのが、保健師教育に携わる者の使命だと考える。
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1　一般社団法人　全国保健師教育機関協議会　定款

第 1章　総則

（名称）

第 1条　本法人は、一般社団法人全国保健師教育機関協議会（以下、本法人という）と称する。

（主たる事務所）

第 2条　本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

（目的）

第 3条　本法人は、全国の保健師教育機関の発展と、保健師教育の充実を図り、もって公衆衛生の向上に

寄与することを目的とする。

（目的事業）

第 4条　本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1）保健師教育機関の充実強化に関する事業

2）保健師教育機関の相互の連絡協議に関する事業

3）保健師教育機関の教職員の研修に関する事業

4）保健師教育の制度、教育課程等の調査研究に関する事業

5）保健師教育の評価・認定に関する事業

6）国内外の関連団体との協力と連携

7）公衆衛生の向上と国民の健康生活に貢献するための社会活動

8）その他本法人の目的を達成するために必要な事業

（事業年度）

第 5条　本法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。

第 2章　会員及び社員

（会員の種別及び資格）

第 6条　当法人は、会員及び賛助会員をもって構成する。

2　本法人の目的に賛同して入会した団体（以下、会員校という）をもって本法人の会員とする。

3　前項の団体は、保健師助産師看護師法第 19 条第 1号に規定する学校（その学部、学科、専攻科を含

む）及び同条第 2号に規定する保健師養成所であることを要する。

4　賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。

（入会）

第 7条　本法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければなら

ない。

2　入会は、理事会においてその可否を決定し、これを当該申込者に通知するものとする。

3　団体が会員として入会申込をする際は、当該団体に所属する保健師教育を担当する教育研究者 1名
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を当該団体の代表として推薦しなければならない。

（社員の資格）

第 8条　会員校に所属し、前条第 3項に基づき代表として推薦された保健師教育を担当する教育研究者 1

名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一般社団・財団法人法」という）上の社員

とする。

（会費）

第 9条　会員校及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員及び賛助会員の資格喪失）

第 10 条　会員校又は賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

2　退会したとき。

3　2年以上会費を滞納した後、本法人から督促があっても 1か月間滞納金額の納付がないとき。

4　除名されたとき。

（退会）

第 11 条　会員校及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

（除名）

第 12 条　会員校又は賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権

の 3分の 2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その当該会員校又は賛助会員に対

し、社員総会の 1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、その会員

校又は賛助会員が議決の前に弁明する機会を与えなければならない。

1）本法人の定款又は規則に違反したとき。

2）本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

3）その他の正当な事由があるとき。2前項により除名が議決されたときは、その会員校又は賛助会

員に対し、通知するものとする。

（社員の資格喪失）

第 13 条　会員校が第 10 条の規定に基づきその資格を喪失した場合は、その会員校から代表として推薦さ

れた社員はその社員たる資格を喪失する。

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

第 14 条　会員校又は賛助会員が第 10 条の規定に基づきその資格を喪失した場合は、本法人に対する会員

校又は賛助会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることがで

きない。

2　本法人は、会員校又は賛助会員がその資格を喪失した場合において、既納の会費及びその他の拠出

金品は、これを返還しない。

（社員資格喪失に伴う権利及び義務）

第 15 条　社員が第 13 条の規定に基づきその資格を喪失した場合は、本法人に対する社員としての権利を

失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
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第 3章　役員等

（種類及び定数）

第 16 条　本法人には、次の役員を置く。

理事　10 名以上

監事　2名以内

2　理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。

（選任等）

第 17 条　理事及び監事は、社員総会において選任する。

2　会長、副会長は、理事の中から理事会において選定する。

3　監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

（理事の職務・権限）

第 18 条　理事は、理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。

2　会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、会長が本法人を代表し、その業務を執行する。

3　副会長は、会長を補佐し、本法人の業務を執行する。

4　会長、副会長及び理事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務・権限）

第 19 条　監事は、次に掲げる職務を行う。

1）理事の職務執行の状況を監査すること。

2）本法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。

3）社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

4）理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは

定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告するこ

と。

5）前号の報告をする必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の

日から 5日以内に、その請求の日から 2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合

は、直接理事会を招集すること。

6）理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは

定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告す

ること。

7）理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反するおそれがある場合におい

て、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為

をやめることを請求すること。

8）その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

（任期）

第 20 条　理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会

の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して 3期までとする。
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2　監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終

結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して 2期までとする。

3　補欠により選任された理事の任期は前任者の残任期間とする。

4　補欠により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。

（解任）

第 21 条　役員を、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の

議決権の 3分の 2以上の議決に基づいて行わなければならない。

第 4章　社員総会

（種類）

第 22 条　本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2種とする。

（構成）

第 23 条　社員総会は、社員をもって構成する。2社員総会における議決権は、社員 1名につき 1個とする。

（決議事項）

第 24 条　社員総会は、次の事項を議決する。

1）役員の選任及び解任

2）定款の変更

3）貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承認

4）会費の金額及び入会基準

5）会員の除名

6）解散

7）合併、事業の全部又は一部の譲渡

8）理事会において社員総会に付議した事項 2前項にかかわらず、社員総会招集通知に記載されてい

ない事項は、議決することができない。

（構成）

第 25 条　定時社員総会は理事会の決議に基づき会長が招集し、毎年 1回、毎事業年度終了後 3ケ月以内

に開催する。

2　臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1）理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。

2）議決権の 10 分の 1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面

により、招集の請求が会長にあったとき。

（招集）

第 26 条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2　すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。ただし、社員総会に

出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、こ

の限りではない。
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3　社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、議案を記載した書面をもって、開催日の 1週間前

までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって

議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

（議長）

第 27 条　社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。

（定足数）

第 28 条　社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（決議）

第 29 条　社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第 49 条第 2項に規定する事項及びこの定款に特に規

定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。

（議決権の代理行使）

第 30 条　やむを得ない事由で社員総会に出席できない社員は、その議決権を下記の者を代理人として、

議決権を行使することができる。

1）当法人の社員

2）当該社員が属している会員校の教職員

（議事録）

第 31 条　社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人 2名

が署名押印しなければならない。

1）日時及び場所

2）社員の現在員数及び出席者数

3）審議事項及び議決事項

4）議事の経過の概要及びその結果

5）議事録署名人の選任に関する事項

第 5章　理事会

（構成）

第 32 条　本法人に理事会を置く。

2　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第 33 条　理事会は、次の職務を行う。

1）社員総会の開催日時及び場所並びに議案の決定

2）規則の制定、変更及び廃止

3）本会の業務執行の決定

4）理事の職務執行の監督

5）会長、副会長の選定及び解職

6）会員の入会の可否の決定
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（種類及び開催）

第 34 条　理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2種とする。

2　通常理事会は、毎事業年度 4回以上開催する。

3　臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

1）会長が必要と認めたとき。

2）会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったと

き。

3）前号の請求があった日から 5日以内に、その日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の

招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事がみずから招集したとき。

4）第 19 条第 1項第 5号の規定により、監事から、会長に招集の請求があったとき、又は監事がみず

から招集したとき。

（招集）

第 35 条　理事会は、会長が招集する。ただし、前条第 3項第 3号により理事が招集する場合及び前条第

3項第 4号により監事が招集する場合を除く。

2　会長は、前条第 3項第 2号に該当する場合は、その日から 5日以内に、その日から 2週間以内の日

を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日

の 1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。

（議長）

第 36 条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。

（議決）

第 37 条　理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の

過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

（決議の省略）

第 38 条　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、

議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その

提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限

りではない。

（議事録）

第 39 条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び

監事は、これに署名・押印しなければならない。

第 6章　財産及び会計

（財産の管理・運用）

第 40 条　本法人の財産の管理・運用は、理事会の議決にもとづき会長が行うものとする。

（事業計画及び収支予算）
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第 41 条　本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、

理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧

に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第 42 条　本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の

監査を受けた上で、理事会の決議を経て、下記（1）については社員総会において報告し、（3）（4）及

び（6）については社員総会の承認を受けなければならない。

1）事業報告

2）事業報告の附属明細書

3）貸借対照表

4）損益計算書（正味財産増減計算書）

5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

6）財産目録

（剰余金）

第 43 条　本法人は、剰余金の配当は行わないものとする。

第 7章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第 44 条　この定款は、社員総会において、総社員の議決権の 3分の 2以上の議決により変更することが

できる。

（社員総会決議による解散）

第 45 条　本法人は、一般社団・財団法人法第 148 条第 1号から第 2号及び第 4号から第 7号までに規定

する事由によるほか、社員総会において、総社員の議決権の 3分の 2以上の議決により解散することが

できる。

（残余財産の処分）

第 46 条　本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により本会と類似の

事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第 8章　委員会及びブロック

（委員会）

第 47 条　本法人の事業を推進するために必要のあるときは、理事会はその議決により、委員会を設置す

ることができる。

2　委員会の委員は、会員校に所属している保健師教育を担当する教育研究者、または学識経験者のう

ちから、理事会が選任する。

3　委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、運営規則を理事会の議決により別に定める。
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第 48 条本法人に、会員校の所在地域に基づき、別に定めるブロックを設置する。

第 9章　事務局

（事務局の設置）

第 49 条　本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。2事務局の職員は、会長が理事会の承認を

得て任免する。

第 10 章　書類の備え置き

（備付け帳簿及び書類）

第 50 条　主たる事務所には、本法人に関する下記書類を備えておかなければならない。

 1）定款

 2）会員校、賛助会員及び社員に関する名簿

 3）理事、監事及び職員の名簿

 4）本法人の履歴事項全部証明書

 5）社員総会及び理事会の議事録

 6）財産目録

 7）事業計画書及び収支予算書

 8）事業報告書及び収支計算書等の計算書類

 9）前項の監査報告書

10）その他法令で定める帳簿

第 11 章　情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第 51 条　本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極

的に公開するものとする。

（個人情報の保護）

第 52 条　本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。2個人情報の保護に関す

る必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

（公告）

第 53 条　本法人の公告は、電子公告の方法により行う。2本法人の公告は、電子公告による公告をする

ことができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。

第 12 章　補則

（委任）

第 54 条　この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
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第 13 章　附則

第 55 条　本法人の設立時理事は、次のとおりとする。

村嶋　幸代

岸　恵美子

岡本　玲子

鈴木るり子

小関三千代

北岡　英子

齋藤　泰子

後閑　容子

松田　宣子

横山　美江

野村美千江

時長　美希

中島歌与子

福本久美子

荒賀　直子

奥山　則子

標　美奈子

岡本ミチ子

小西かおる

城島　哲子

二宮　一枝

竹脇　惠子

酒井　陽子

山口　佳子

2　設立時監事の任期は、第 20 条第 1項の規定に関わらず、設立後 2年内に終了する最終の事業年度に

関する定時社員総会の終結の時までとする。

第 56 条　本法人の設立時監事は、第 16 条第 1項の規定に関わらず 3名以内とし、次のとおりとする。

多田敏子　尾形由紀子　佐久間清美

2　設立時監事の任期は、第 20 条第 2項の規定に関わらず、設立後 2年内に終了する最終の事業年度に

関する定時社員総会の終結の時までとする。

第 57 条　本法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。

（住所）●●●●●●

（氏名）村嶋　幸代

第 58 条　本法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
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（住所）●●●●●●

（氏名）村嶋　幸代

（住所）●●●●●●

（氏名）岸　恵美子

（住所）●●●●●●

（氏名）岡本　玲子

2　第 41 条第 1項の規定に関わらず最初の事業年度に関する事業計画書及び収支予算書については、設

立時社員全員により作成するものとする。

第 59 条　本法人設立日に旧会（任意団体としての全国保健師教育機関協議会）の名簿において会員校と

して登録されている団体は、本法人設立の効力発生をもって、第 6条の定めに基づく本法人の会員校と

みなす。

第 60 条　本法人設立日に旧会（任意団体としての全国保健師教育機関協議会）の名簿において会員校の

代表者として登録されている者は、本法人設立の効力発生をもって、第 8条の定めに基づく本法人の社

員とみなす。

附則 1　この規程は、平成 23 年 10 月 18 日から施行する

附則 2　この規程の一部を改正し、平成 28 年 6 月 4 日から施行する
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2　一般社団法人　全国保健師教育機関協議会規程

（趣旨）

第 1条

	 本規程は、一般社団法人全国保健師教育機関協議会定款（以下「定款」という。）の規定に基づき必要

な事項を定めるものとする。

（ブロック区分）

第 2条

	 定款第 48 条の規定によるブロックは、次のとおりとする。

北海道、東北			   北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

北関東、甲信越		  茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・山梨県・長野県

南関東						      千葉県・東京都・神奈川県

東海、近畿北			   岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府

北陸、近畿南			   富山県・石川県・福井県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県

中国・四国				    鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

九州							       福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

（理事及び監事の選任）

第 3条

	 理事候補者は、各会員校に所属する教職員の中から、次条に規定するブロック別定数分の候補者及び本

会の円滑な業務執行に必要な候補者を推薦委員会が推薦し、改選前理事会の決議を経て選出される。監

事候補者は、各会員校に所属する教職員の中から推薦委員会が推薦し、改選前理事会の決議を経て選出

される。

2　前項の候補者は、社員総会の選任決議及び被選任者の就任承諾の意思表示をもって理事もしくは監

事に就任する。

第 4条　理事候補者のブロック別定数は、次のとおりとする。

北海道、東北ブロック	 1 名	 北関東、甲信越ブロック	 1 名

南関東ブロック	 1 名	 東海、近畿北ブロック	 1 名

北陸、近畿南ブロック	 1 名	 北関東、甲信越ブロック	 1 名

中国、四国ブロック	 1 名

（会長及び副会長の選定）

第 5条

	 定款第 17 条第 2項の規定による会長および副会長は、新理事の中から新理事会において選定する。選
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定方法は、別に定める。

（会費）

第 6条

	 定款第 9条の規定による会員校の会費は年 120,000 円、賛助会員（個人）の会費は年 10,000 円、賛助会

員（団体）の会費は年 100,000 円とする。

2　会員校および賛助会員は、会費をその年度の 6月末日までに納入しなければならない。

（会員校）

第 7条

	 一保健師教育課程ごとに一会員とする。

（委員会）

第 8条

	 本会に次の委員会を置く。

1）研修委員会

2）教育課程委員会

3）教育体制委員会

4）国家試験委員会

5）広報・国際委員会

6）編集委員会

7）推薦委員会（特別委員会）

	 必要時、臨時の委員会を置くことができる。

附則 1この規程は、平成 23 年 10 月 18 日から施行する

附則 2この規程の一部を改正し、平成 25 年 6 月 1 日から施行する

附則 3この規程の一部を改正し、平成 26 年 6 月 7 日から施行する

附則 4この規程の一部を改正し、平成 28 年 6 月 4 日から施行する

附則 5この規程の一部を改正し、平成 29 年 4 月 1 日から施行する

附則 6この規程の一部を改正し、平成 30 年 4 月 1 日から施行する
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3　年次別会員校一覧

1　北海道・東北ブロック

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

S56 8 ― 1 ― ― 9

S57 8 ― 1 ― ― 9

S58 8 ― 1 ― ― 9

S59 8 ― 1 ― ― 9

S60 8 ― 1 ― ― 9

S61 8 ― 1 ― ― 9

S62 8 ― 1 ― ― 9

S63 9 ― 1 ― ― 10

H1 9 ― 1 ― ― 10

H2 9 ― 1 ― ― 10

H3 9 ― 1 ― ― 10

H4 9 ― 1 ― ― 10

H5 9 ― 1 2 ― 12

H6 9 ― 1 3 ― 13

H7 9 ― 1 2 ― 12

H8 9 ― 1 2 ― 12

H9 9 ― 1 2 ― 12

H10 9 ― 2 ― ― 11

H11 9 1 2 ― ― 12

H12 8 1 2 1 ― 12

H13 6 2 1 1 ― 10

H14 6 2 1 1 ― 10

H15 6 2 1 1 ― 10

H16 6 2 1 1 ― 10

H17 5 2 1 1 ― 9

H18 4 2 1 5 ― 12

H19 3 1 1 11 ― 16

H20 3 1 1 15 ― 20

H21 3 1 1 19 ― 24

H22 3 1 1 19 ― 24

H23 2 1 1 20 ― 24

H24 2 1 1 20 ― 24

H25 2 1 1 20 ― 24

H26 2 1 1 20 1 25

H27 2 1 1 19 2 25
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H28 2 0 1 18 3 24

H29 2 0 1 21 2 26

H30 2 0 1 23 3 29

H31 2 0 1 24 2 29

2　関東・甲信越ブロック

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

S56 8 ― 1 1 ― 10

S57 9 ― 1 1 ― 11

S58 9 ― 1 2 ― 12

S59 9 ― 1 2 ― 12

S60 9 ― 1 2 ― 12

S61 9 ― 1 2 ― 12

S62 9 ― 1 2 ― 12

S63 9 ― 2 4 ― 15

H1 9 ― 3 4 ― 16

H2 9 ― 3 4 ― 16

H3 9 ― 3 4 ― 16

H4 8 ― 5 4 ― 17

H5 8 ― 5 5 ― 18

H6 8 ― 5 6 ― 19

H7 8 ― 5 3 ― 16

H8 7 ― 6 2 ― 15

H9 6 ― 7 1 ― 14

H10 7 1 8 ― ― 16

H11 7 1 8 ― ― 16

H12 7 1 7 ― ― 15

H13 6 1 6 3 ― 16

H14 5 1 5 5 ― 16

H15 5 ― 5 5 ― 15

H16 4 ― 4 8 ― 16

H17 3 ― 2 12 ― 17

H18 3 ― 2 15 ― 20

H19 4 ― 1 21 ― 26

H20 4 ― 2 23 ― 29

H21 2 ― 1 30 ― 33

H22 2 ― ― 32 ― 34

H23 0 ― ― 35 ― 35

H24 0 ― ― 37 ― 37

H25 0 ― ― 42 ― 42
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H26 0 ― ― 43 1 44

H27 0 ― ― 47 1 48

H28 0 ― ― 47 1 48

2-1　北関東、甲信越

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

H29 0 ― ― 20 0 20

H30 0 ― ― 23 0 23

H31 0 ― ― 25 0 25

2-2　南関東

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

H29 0 ― ― 32 1 33

H30 0 ― ― 35 1 36

H31 0 ― ― 38 1 39

3　東海・北陸・近畿ブロック

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

S56 13 ― ― ― ― 13

S57 13 ― ― ― ― 13

S58 13 ― ― ― ― 13

S59 13 ― ― ― ― 13

S60 13 ― ― ― ― 13

S61 13 ― 1 ― ― 14

S62 12 ― 2 ― ― 14

S63 12 ― 2 ― ― 14

H1 12 ― 2 ― ― 14

H2 12 ― 2 1 ― 15

H3 12 ― 2 1 ― 15

H4 12 ― 2 1 ― 15

H5 12 ― 3 1 ― 16

H6 12 ― 3 1 ― 16

H7 13 ― 3 2 ― 18

H8 12 ― 4 2 ― 18

H9 11 ― 4 2 ― 17

H10 10 ― 5 ― ― 15

H11 11 ― 5 ― ― 16

H12 10 ― 4 ― ― 14
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H13 10 ― 3 1 ― 14

H14 6 1 3 2 ― 12

H15 7 1 3 5 ― 16

H16 6 1 3 5 ― 15

H17 4 1 2 8 ― 15

H18 2 1 2 14 ― 19

H19 1 2 3 23 ― 29

H20 1 2 3 33 ― 39

H21 1 3 2 39 ― 45

H22 1 4 2 44 ― 51

H23 1 4 2 47 ― 54

H24 1 4 2 48 ― 55

H25 1 4 2 50 ― 57

H26 1 4 2 50 0 57

H27 1 4 2 52 1 60

H28 1 3 2 59 2 67

3-1　東海、北近畿

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

H29 0 3 0 32 0 35

H30 0 3 0 32 1 36

H31 0 3 0 33 1 37

3-2　北陸、近畿南

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

H29 1 0 1 32 1 35

H30 1 0 1 32 2 36

H31 1 0 1 32 2 36

4　中国・四国ブロック

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

S56 8 ― ― ― ― 8

S57 9 ― ― ― ― 9

S58 9 ― ― ― ― 9

S59 9 ― ― ― ― 9

S60 9 ― ― ― ― 9

S61 9 ― ― ― ― 9

S62 9 ― ― ― ― 9
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S63 9 ― ― ― ― 9

H1 9 ― ― ― ― 9

H2 9 ― ― ― ― 9

H3 8 ― 1 ― ― 9

H4 8 ― 1 1 ― 10

H5 8 ― 1 3 ― 12

H6 8 ― 1 3 ― 12

H7 8 ― 1 1 ― 10

H8 8 ― 1 1 ― 10

H9 8 ― 1 ― ― 9

H10 7 1 2 ― ― 10

H11 7 2 2 ― ― 11

H12 7 2 2 ― ― 11

H13 7 2 2 ― ― 11

H14 6 2 3 ― ― 11

H15 4 2 3 1 ― 10

H16 4 1 1 3 ― 9

H17 3 2 1 6 ― 12

H18 3 2 ― 6 ― 11

H19 3 3 ― 6 ― 12

H20 1 3 ― 6 ― 10

H21 ― 2 1 16 ― 19

H22 ― 2 1 18 ― 21

H23 ― 1 2 18 ― 21

H24 ― 1 2 18 ― 21

H25 ― 1 1 19 ― 21

H26 ― 1 1 19 1 22

H27 ― 1 1 20 1 23

H28 ― 1 1 20 1 23

H29 ― 1 1 21 1 24

H30 ― 1 1 20 1 23

H31 ― 1 1 20 1 23

5　九州・沖縄ブロック

年度 養成校
統合 

カリキュラム
短期大学 
専攻科

大学 大学院 合計

S56 6 ― ― ― ― 6

S57 8 ― ― ― ― 8

S58 9 ― 1 ― ― 10

S59 10 ― 1 ― ― 11

S60 10 ― 1 ― ― 11
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S61 10 ― 1 ― ― 11

S62 10 ― 1 ― ― 11

S63 10 ― 1 ― ― 11

H1 8 ― 3 ― ― 11

H2 8 ― 3 ― ― 11

H3 8 ― 3 ― ― 11

H4 8 ― 3 ― ― 11

H5 8 ― 3 1 ― 12

H6 8 ― 3 3 ― 14

H7 8 ― 3 2 ― 13

H8 8 ― 3 2 ― 13

H9 8 ― 3 1 ― 12

H10 9 ― 3 1 ― 13

H11 8 ― 2 1 ― 11

H12 7 ― 2 1 ― 10

H13 5 ― 2 ― ― 7

H14 4 ― 1 1 ― 6

H15 3 ― 1 3 ― 7

H16 3 ― 1 4 ― 8

H17 3 1 1 4 ― 9

H18 3 1 1 6 ― 11

H19 1 1 ― 7 ― 9

H20 1 1 ― 8 ― 10

H21 1 1 ― 12 ― 14

H22 1 1 ― 15 ― 17

H23 1 1 ― 20 ― 22

H24 1 1 ― 19 ― 21

H25 1 1 ― 20 ― 22

H26 1 1 ― 19 1 22

H27 1 1 ― 22 1 25

H28 1 1 ― 21 2 25

H29 1 0 ― 21 1 23

H30 1 0 ― 22 1 24

H31 1 0 ― 22 1 24
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4　保健師課程別変遷グラフ
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5　提言・要望書

平成 24 年度から平成 31 年度（令和元年度）までに行った主な提言、要望書は次のとおりである。

平成 24 年度	 平成 25 年 2 月 25 日　�第 99 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看護
課長に提出

平成 25 年度	 平成 26 年 2 月 24 日　�第 100 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

平成 26 年度	 平成 26 年 4 月 11 日　�保健師教育の大学院修士課程での実施に関する要望書を自由民主党看護
問題対策議員連盟会長に提出

	 平成 26 年 9 月 1 日　�医療関係職種の養成施設等の指定権限等の移譲について厚生労働省医政
局看護課長に要望

	 平成 26 年 10 月 14 日　�保助看法で定めるところの保健師教育における実態調査についてのお願
いを文部科学省高等教育局医学教育課看護教育専門官に提出

	 平成 27 年 3 月 2 日　�第 101 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

平成 27 年度	 平成 27 年 4 月 17 日　�①保健師教育の大学院修士課程・学士課程専攻科での実施、②保健師教
育課程への進学者に対する経済的支援策に関する要望書を自由民主党看
護問題対策議員連盟会長に提出

	 平成 27 年 5 月 25 日　�時代に応える高度な知的素養と実践力を備えた保健師の教育体制の推進
について日本保健師連絡協議会の 4団体；日本看護協会、全国保健師長会、
日本保健師活動研究会、日本産業保健師会との連名で文部科学省高等教
育局長に要望

	 平成 27 年 6 月 2 日　�乳幼児健康診査における虐待関連の必須問診項目及び実施等について日
本看護協会、全国保健所長会、日本小児科学会、日本小児保健協会、日
本小児科医会、日本小児期外科系関連学会協議会、日本子ども虐待医学会、
日本助産師会、日本助産学会、全国保健師長会、日本産業保健師会、日
本公衆衛生看護学会、日本保健師活動研究会との連名で厚生労働省雇用
均等・児童家庭局母子保健課長に要望

	 平成 28 年 2 月 2 日　�保健師教育機関への調査内容と結果の公表について文部科学省高等教育
局医学教育課看護教育専門官へ依頼

	 平成 28 年 2 月 24 日　�第 102 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

平成 28 年度	 平成 28 年 4 月 15 日　�①保健師教育の大学院修士課程での推進、②地域包括ケアを推進するた
め看護師教育課程に「地域看護学」必置の推進、③公衆衛生看護学担当
教員の資質向上にむけた研修制度への助成に関する要望書を自由民主党
看護問題対策議員連盟会長に提出

	 平成 28 年 6 月 17 日　�熊本地震による被災教育機関への支援の推進について文部科学省高等教
育局医学教育課看護教育専門官に要望
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	 平成 29 年 2 月 27 日　�第 103 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

平成 29 年度	 平成 29 年 4 月 10 日　�①地域包括ケアを推進し、全ての健康レベルにある人々に看護を提供す
るための看護基礎教育の充実、②健康格差の解消および生涯にわたる包
括的地域ケア体制整備のための保健師教育の充実に関する要望書を自由
民主党看護問題対策議員連盟会長に提出

	 平成 30 年 2 月 26 日　�第 104 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

平成 30 年度	 平成 30 年 4 月 2 日　�①看護基礎教育の充実と社会の多様な健康課題に対応できる保健師教育
の推進、②実践力のある保健師養成のための臨地実習の強化と指導者の
育成の促進に関する要望書を自由民主党看護問題対策議員連盟会長に提
出

	 平成 30 年 8 月 27 日　�①実践力のある保健師養成のための主体的な実習を支える都道府県・市
町村の実習指導体制の強化、②看護基礎教育の充実と社会の多様な健康
課題に対応できる保健師教育の推進に関する要望書を自由民主党看護問
題小委員会委員長に提出

	 平成 31 年 2 月 25 日　�第 105 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

平成 31 年度	 平成 31 年 4 月 3 日　�①保健師教育を看護基礎教育課程修了後の1年以上とする教育体制の推進、
②保健師教育課程の単位増を含む、保健師助産師看護師学校養成所指定
規則の改正の推進、③保健師教育に関わる教員と実習指導者の質保証へ
の助成に関する要望書を自由民主党看護問題対策議員連盟会長に提出

令和元年度	 令和元年 8 月 29 日	� ①実践力のある保健師養成のための主体的な実習を支える都道府県・市
町村の実習指導体制の強化、②看護基礎教育の充実と社会の多様な健康
課題に対応できる保健師教育の推進に関する要望書を自由民主党看護問
題小委員会委員長に提出

	 令和 2 年 2 月 25 日	� 第 106 回保健師国家試験出題内容についての意見を厚生労働省医政局看
護課長に提出

� 令和 2年 3月 16 日現在
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6　関係機関・関係省庁委員会等への参加状況

平成 22 年度から平成 31 年度（令和元年度）までに、保健師教育機関協議会の会員が委員、協力研究員
などで参加した各種委員会は次のとおりである。

平成 22 年度	 全国保健師長会研究委員会の委員として参加、協力
	 厚生労働省保健師助産師看護師国家試験委員を推薦し、委員として参加
	 厚生労働省の検討会「看護基礎教育の充実等に関する検討会」に参加
	 文部科学省の検討会「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会」に参加
	 日本保健師連絡協議会に参加

平成 23 年度	 全国保健師長会調査研究委員会の委員として参加、協力
	 日本保健師連絡協議会に参加
	 日本保健師学術集会の開催

平成 24 年度	 全国保健師長会調査研究委員会の委員として参加、協力
	 日本保健師連絡協議会に参加
	 日本公衆衛生看護学会学術集会の開催
	 東日本大震災中央子ども支援センター協議会に参加

平成 25 年度	 全国保健師長会調査研究委員会の委員として参加、協力
	 日本保健師連絡協議会に参加
	 日本公衆衛生看護学会学術集会の協力、支援
	 東日本大震災中央子ども支援センター協議会に参加

平成 26 年度	 日本保健師連絡協議会に参加
	 日本公衆衛生看護学会学術集会の協力、支援
	 自由民主党「看護問題小委員会」に参加

平成 27 年度	 日本保健師連絡協議会に参加
	 日本公衆衛生看護学会学術集会の協力、支援
	 自由民主党「看護問題小委員会」に参加
	 日本看護協会保健師キャリア形成推進事業「保健師のキャリア形成検討委員会」の委員として参

加、協力
	 医道審議会保健師助産師看護師分科会「保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会」の委員

として参加、協力
	 「厚生労働省保健師に係る研修のあり方等に関する検討会」の委員として参加、協力

平成 28 年度	 日本保健師連絡協議会に参加
	 自由民主党「看護問題小委員会」に参加
	 日本看護協会保健師キャリア形成推進事業「保健師のキャリア形成検討委員会」の委員として参

加、協力
	 医道審議会保健師助産師看護師分科会「保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会」の委員

として参加、協力
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	 文部科学省「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会」の委員として参加、協力

平成 29 年度	 日本保健師連絡協議会に参加
	 自由民主党「看護問題小委員会」に参加
	 日本看護協会保健師キャリア形成推進事業「保健師のキャリア形成検討委員会」の委員として参

加、協力
	 厚生労働省医政局看護課の平成 29 年度看護職員確保対策特別事業「保健師学校養成所における

基礎教育に関する検討」の委託を受け、保健師基礎教育に関する調査を実施

平成 30 年度	 日本保健師連絡協議会に参加
	 自由民主党「看護問題小委員会」に参加
	 厚生労働省先駆的保健活動交流事業「平成 30 年度保健師の活動基盤に関する基礎調査委員会」

に委員として参加、協力
	 厚生労働省医政局看護課の看護基礎教育検討会に委員及び、保健師ワーキンググループのメン

バーとして参加

平成 31 年度	 日本保健師連絡協議会に参加
	 （令和元年度）　自由民主党「看護問題小委員会」に参加
	 厚生労働省医政局看護課の看護基礎教育検討会に委員、および保健師ワーキンググループのメン

バーとして参加
	 Nursing Now キャンペーン活動に参画
	 保健師国家試験評価事業の受託

� 令和 2年 8月現在
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7　調査・報告書・出版物等一覧

平成 22 年度	 第 25 回全国保健師教育機関協議会教員研修会資料集
	 第 3 回全国保健師教育機関協議会スキルアップ研修会資料集
	 保健師教育充実に向けた教育体制に関する調査
	 協議会誌「ニュースレター」（第 7号、第 8号、第 9号）

平成 23 年度	 第 26 回全国保健師教育機関協議会教員研修会報告書
	 第 4 回全国保健師教育機関協議会スキルアップ研修会資料集
	 大槌町　保健師による全戸家庭訪問と被災地復興
	 発行：明石書店（東日本大震災復興支援教育・研究プロジェクト）

平成 24 年度	 第 27 回全国保健師教育機関協議会教員研修会資料集
	 第 5 回全国保健師教育機関協議会スキルアップ研修会資料集
	 第 1 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 保健師まるごとガイド―資格のとり方・しごとのすべて―
	 監修：全国保健師教育機関協議会　発行：ミネルヴァ書房
	 保健師のための国家試験問題作成マニュアルⅠ
	 地域看護診断に基づく災害時の健康危機管理演習プログラムの開発　報告書

平成 25 年度	 第 28 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 6 回全国保健師教育機関協議会スキルアップ研修会資料集
	 第 2 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 保健師教育におけるミニマム・リクワイアメンツ　全国保健師教育機関協議会版（2013）―保健

師教育の質保証と評価に向けて―
	 保健師選択制ならびに大学院の選抜方法と教育内容に関する緊急調査結果報告 2013.10
	 保健師選択制ならびに大学院の選抜方法と教育内容に関する緊急調査　2013.10 Q&A
	 協議会誌「ニュースレター」（第 10 号）

平成 26 年度	 第 29 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 3 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 保健師教育におけるミニマム・リクワイアメンツ　全国保健師教育機関協議会版（2014）―保健

師教育の質保証と評価に向けて―
	 協議会誌「ニュースレター」（第 11 号・第 12 号）

平成 27 年度	 第 30 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 4 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 実践力向上を目指した公衆衛生看護学実習の展開―保健師教育におけるミニマム・リクワイアメ

ンツ　全国保健師教育機関協議会版（2014）を活用して―
	 協議会誌「ニュースレター」（第 13 号）

平成 28 年度	 第 31 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 5 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
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	 保健師教育評価の指標　全国保健師教育機関協議会版（2016）
	 実践力向上を目指した公衆衛生看護学実習の展開（抜粋）
	 全国保健師教育機関協議会　教育課程委員会
	 協議会誌「ニュースレター」（第 14 号・第 15 号）

平成 29 年度	 第 32 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 1 回全国保健師教育機関協議会　レベルⅠ研修会資料集
	 第 6 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム（2017）
	 協議会誌「保健師教育」Vol. 1 No. 1

平成 30 年度	 平成 30 年度春季研修会資料集
	 第 33 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 1 回全国保健師教育機関協議会　レベルⅠ研修会資料集
	 第 7 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 保健師学校養成所における基礎教育に関する調査報告書
	 � 全国保健師教育機関協議会　保健師基礎教育調査委員会（平成 29 年度厚生労働省医政局看護

課看護職員確保対策特別事業）
	 保健師学校養成所における基礎教育に関する調査報告書　正誤表および修正内容
	  全国保健師教育機関協議会　保健師基礎教育調査委員会
	 協議会誌「保健師教育」Vol. 2 No. 1

平成 31 年度	 令和元年度全国保健師教育機関協議会　定時社員総会・春季研修会資料集
	 （令和元年度）　第 34 回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修会資料集
	 第 8 回全国保健師教育機関協議会秋季教員研修会資料集
	 第 2 回全国保健師教育機関協議会公衆衛生看護学を教授する教員〈ラダーⅠ〉研修会資料集
	 協議会誌「保健師教育」Vol. 3 No. 1

� 令和元年 12 月現在



全国保健師教育機関協議会

174

8　歴代役員一覧

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度
会 長 村嶋　幸代 村嶋　幸代 村嶋　幸代 村嶋　幸代 村嶋　幸代

副 会 長 岡本　玲子
岸　恵美子

岡本　玲子
岸　恵美子

岡本　玲子
岸　恵美子

岡本　玲子
岸　恵美子

岡本　玲子
野村美千江

理 事 小関三千代
鈴木るり子
齋藤　泰子
北岡　英子
後閑　容子
横山　美江
松田　宣子
時長　美希
野村美千江
福本久美子
中島歌与子

小関三千代
岡本ミチ子
齋藤　泰子
小西かおる
後閑　容子
松田　宣子
城島　哲子
横山　美江
時長　美希
二宮　一枝
福本久美子
竹脇　惠子
鈴木るり子
野村美千江
酒井　陽子
山口　佳子

岡本ミチ子
佐伯　和子
五十嵐千代
田髙　悦子
横山　美江
城島　哲子
鈴木　知代
二宮　一枝
西嶋真理子
竹脇　惠子
洲崎　好香
北岡　英子
野村美千江
鈴木るり子
小西かおる
米田　純子
豊島　泰子
山口　佳子

佐伯　和子
安齋由貴子
田髙　悦子
矢島　正榮
嶋澤　順子
鈴木　知代
中谷　芳美
上野　昌江
西嶋真理子
波川　京子
竹脇　惠子
鳩野　洋子
北岡　英子
城島　哲子
五十嵐千代
豊島　泰子
福島　道子
鈴木　良美

安齋由貴子
播本雅津子
金子　仁子
矢島　正榮
嶋澤　順子
船橋香緒里
中谷　芳美
上野　昌江
齋藤　美和
波川　京子
香山　芳子
鳩野　洋子
工藤　恵子
城島　哲子
五十嵐千代
中尾八重子
福島　道子
鈴木　良美
永田　智子

指名理事 奥山　則子
荒賀　直子
標　美奈子
佐久間きよみ

監 事 尾形由紀子
多田　敏子

佐久間清美
尾形由紀子

佐久間清美
齋藤　泰子

齋藤　泰子
今井　睦子

別所　遊子
大木　幸子
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平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
会 長 佐伯　和子 佐伯　和子 岸　恵美子 岸　恵美子 岸　恵美子

副 会 長 荒木田美香子
野村美千江

荒木田美香子
野村美千江

荒木田美香子
野村美千江

荒木田美香子
斉藤恵美子

荒木田美香子
斉藤恵美子

理 事 工藤　恵子
鈴木　良美
小西かおる
大木　幸子
城島　哲子
播本雅津子
日景真由美
金子　仁子
澤井美奈子
坪川トモ子
佐久間清美
森山　浩司
表　志津子
齋藤　美和
福岡　悦子
中村　京子
當山　裕子
中尾八重子
村嶋　幸代

鈴木　良美
矢島　正榮
小西かおる
大木　幸子
和泉　京子
城島　哲子
巽　あさみ
斉藤恵美子
日景真由美
桑原　ゆみ
澤井美奈子
坪川トモ子
鈴木　美和
表　志津子
森山　浩司
畷　　素代
福岡　悦子
武田　道子
當山　裕子
鮎川　春美

鈴木　良美
矢島　正榮
山口　　忍
大木　幸子
和泉　京子
坪川トモ子
巽　あさみ
斉藤恵美子
佐伯　和子
桑原　ゆみ
神庭　純子
鈴木　美和
深江　久代
畷　　素代
武田　道子
鮎川　春美

鈴木　良美
澤井美奈子
矢島　正榮
山口　　忍
大木　幸子
和泉　京子
坪川トモ子
吾郷美奈恵
大森　純子
野村美千江
城島　哲子
古川　照美
神庭　純子
鈴木　美和
深江　久代
畷　　素代
齋藤　公彦
松尾　和枝

澤井美奈子
神庭　純子
矢島　正榮
山口　　忍
大木　幸子
和泉　京子
坪川トモ子
吾郷美奈恵
大森　純子
城島　哲子
工藤　禎子
板垣　昭代
安藤　智子
西出りつ子
魚崎　須美
橋本　文子
松尾　和枝

指名理事

監 事 齋藤　泰子
鈴木るり子

鈴木るり子
村嶋　幸代

齋藤　泰子
村嶋　幸代

齋藤　泰子
村嶋　幸代

齋藤　泰子
村嶋　幸代
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9　保健婦助産婦看護婦学校養成所規則における保健婦教育課程
の授業科目からみたカリキュラム構造の発展
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荒賀直子，後閑容子，鳩野洋子，神庭純子： 
「保健婦助産婦看護婦学校養成所規則における保健婦教育課程の授業科目からみたカリキュラム構造の発展」，
公衆衛生看護学.jp（第 5版），2020; pp.40-41　図1-I-10 より引用
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10　第12回保健師助産師看護師学校養成所指定規則（保健師教
育課程）の改正

令和 2年に保健師助産師看護師学校養成所指定規則が改正され、保健師教育課程の単位数を 28 単位か
ら 31 単位とすることが決定された。本規則は令和 3年から施行される。
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編集後記

令和 2年 2 月から始まったクルーズ船の covid-19 の集団感染は、またたくまに全国に拡大し、保健師

教育活動も全保教の委員会・ブロック活動も今なお大きな制約を受けています。このような状況下で、三

役会の協力のもとに 40 周年記念誌の編集を終えることができました。10 年間の大きな出来事は、一般社

団法人化、事務局の移転が 2回、機関紙「保健師教育」の発刊、キャリアラダー研修の開始などです。こ

れらの変化に対応するために、常設委員会と臨時委員会が名称を変更しながら目まぐるしく活動した経過

を振り返ることができます。会員校の構成比からは、今が大学から大学院教育への移行期であることが読

み取れます。それ故にカリキュラム紹介では、幅広い養成課程に寄稿をお願いいたしました。40 周年記

念誌の編集方針は「30 周年記念誌を踏襲する」原則で進めましたが、「中期目標とビジョン」「アクショ

ンプラン」は 10 年前には無かった新規の項目です。一方で、ホームページを活用できるものは簡略化し

ています。記念誌の編集作業は全保教の先輩たちの思いを再確認する作業でもありました。過去を振り返

ることは未来を生きることであるという歴史家の言葉を思い出しつつ、この記念誌が 50 周年の時に活躍

する先生方の役に立つことを願って編集後記とします。

全国保健師教育機関協議会 40 周年記念誌編集委員

城島 哲子　　坂東 春美　　小松 雅代　　堀内 沙央里

全国保健師教育機関協議会 40 周年記念事業運営委員会

城島 哲子　　岸 恵美子　　齋藤 泰子　　村嶋 幸代

澤井 美奈子　　神庭 純子　　小松 雅代　　坂東 春美　　堀内 沙央里

荒木田 美香子　　斉藤 恵美子　　矢島 正榮　　鈴木 美和
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公式ロゴマークと英語表記

公式ロゴマークは 30 周年を記念して作成されました。同時に英語表記も決まりました。「Japan 

Association of Public Health Nurse Educational Institutions」、英語略称は「JAPHNEI（ジャ

フネイ）」、日本語略称は「全保教」です。

ロゴマークのコンセプト
全体イメージ

人々の活力と地域の活性、保健師と保健師教育の飛躍と発展をイメージできるデザインと配色をめざし

ました。

5つのキー概念

若葉色の5つのモチーフは「人（成長）」と「健康（元気）」を表しています。そして、その土台となっ

ている地球のような水色の円は「環境（地域、コミュニティ）」を表しています。それをやさしく包むブルー

の楕円は「公衆衛生看護（予防）」を、内側のワイン色のラインは「保健師教育」を表しています。斜め

の軌道は、保健師活動と保健師教育の勢いやたくましさ、絶えることのない展開過程を象徴しています。

5つのモチーフが持つ意味

全保教が 5つのブロックから始まったという歴史を大切にする思い、保健師が誕生した当時、その記

章が撫子を象ったものであったことにも因んでいます。5つのモチーフは、人と人をつなぐこと、対話、パー

トナーシップ（協働）、エンパワメント、アドボカシーといった保健師活動の原則をイメージさせるもの

でもあります。
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